
入会のご案内
（公社）神奈川労務安全衛生協会小田原支部

・労働安全衛生法等に基づく資格教育講習会の開催
・改正法令、健康づくり等の各種教育講習会の開催
・小田原産業労働団体連合会として、小田原地区安全・衛生推進大会の開催
・サービス活動として安全用品・ポスター・各種テキスト・参考図書の斡旋
・安全衛生関連の教育用ビデオの貸出（無料）
・本部より「労務安全衛生かながわ」、支部より「小田原支部だより」を年４回発行

・新規講習会案内・法令改正をe-メール・FAXにて
都度発信（講習会NET申込可能、会員でNET申込
の場合は原則受講料-300円となります）

・講習会費の受講料割引（一般より-2000円）
・安全衛生ビデオ・ＤＶＤの会員への無料貸し出し

（一般の場合は貸出料徴収）
・労災上乗せ共済制度：会員の場合割引制度あり

（労働安全衛生法に定められた技能講習等を実施する登録講習機関です）

主な活動

入会特典

※特別教育の修了証は国内で通用し、紛失の場合は、受講支部か
らの再発行可能です。

2015年3月17日改定

・労災上乗せ共済制度：会員の場合割引制度あり
・安全衛生に関する各種ご相談対応

年会費（抜粋）

従業員数 年額

10人以下 7000円

11～20 9000円

21～50 12000円

51～100 15000円

3001～4000 140000円

・事務局までお電話をください。
〒250-0012 小田原市本町2-3-24 青色会館２Ｆ ℡ 0465-24-1753 （FAX0465-24-5820)

・入会申込書は小田原支部HP（入会案内）に掲載、或いは加入案内書をお送りしますので、記載後事務局まで
ご送付ください。

・お申込み後、会員番号等関係資料をご送付します。

小田原支部HP
http://www.roaneikyo.or.jp/shibu/odawara/index.html

ご入会手続き
又は、 神奈川労務安全衛生協会小田原支部 で検索してください。



（公社）神奈川労務安全衛生協会小田原支部講習会案内
小田原市本町2-3-24青色会館5Ｆ 電話0465-24-1753、FAX0465-24-5820 2015年3月16日改定

※Ｈ27年度の開催予定日
講習会名 開催年月日※ 会場 講習会内容

　新入社員教育
　※出張教育

　　Ｈ27年４月10日、4月7日(臨時）
    ※４月13日～４月17日

　青色会館
　※各事業場会議室

・労働安全衛生法第59条、規則第35条
　雇い入れ時・作業内容変更時安全衛生教育

　フォーク特別教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年5月14日 　青色会館

　フォーク特別教育（Ⅱ） 　　Ｈ27年10月15日 　小田原市民会館

　クレーン特別教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年5月20日 　小田原市民会館

　クレーン特別教育（Ⅱ） 　　Ｈ27年10月21日 　小田原市民会館

　職長安全衛生教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年5月28日～29日 　青色会館

　職長安全衛生教育（Ⅱ） 　　Ｈ27年11月10日～11日 　確認中

　職長安全衛生教育（Ⅲ） 　　Ｈ28年2月16日～17日 　確認中

　安全衛生推進者講習会（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月11日～12日 　青色会館

　安全衛生推進者講習会（Ⅱ） 　　Ｈ27年8月25日～26日 　小田原市民会館

　安全衛生推進者講習会（Ⅲ） 　　Ｈ27年11月25日～26日 　小田原市民会館

　衛生推進者養成講習会（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月30日 　青色会館

　衛生推進者養成講習会（Ⅱ） 　　Ｈ27年11月19日 　確認中

　衛生推進者養成講習会（Ⅲ） 　　Ｈ27年12月16日 　確認中

　衛生推進者養成講習会（Ⅳ） 　　Ｈ28年1月26日 　確認中

　玉掛け特別教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月17日 　青色会館

　玉掛け特別教育（Ⅱ） 　　Ｈ26年11月20日 　小田原市民会館

　安全管理者選任時研修（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月25日 　小田原市民会館

　安全管理者選任時研修（Ⅱ） 　　Ｈ27年8月19日 　小田原市民会館

　安全管理者選任時研修（Ⅲ） 　　Ｈ27年10月27日 　小田原市民会館

　安全管理者選任時研修（Ⅳ） 　　Ｈ28年3月9日 　確認中

　フォークリフト技能講習A（Ⅰ） 　　Ｈ27年7月24日（学科）、8月1日（実技）　小田原市民会館、伊勢原教習所

　フォークリフト技能講習A（Ⅱ） 　　Ｈ27年10月2日、10月17日 　平塚支部会場、伊勢原教習所

　研削といし業務特別教育 　　Ｈ27年10月6日 　小田原市民会館
・労働安全衛生法第59条、規則第36条第1号
　研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

　小型移動式クレーン技能講習　 　　Ｈ27年10月8日～10月10日 　確認中

　有機溶剤業務従事者教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月22日 　青色会館

　有機溶剤業務従事者教育（Ⅱ） 　　Ｈ27年11月5日 　小田原市民会館

　粉じん作業特別教育（Ⅰ） 　　Ｈ27年7月28日 　青色会館

　粉じん作業特別教育（Ⅱ） 　　Ｈ27年12月1日 　小田原市民会館

　酸欠危険作業特別教育 　　Ｈ28年1月27日 　小田原市民会館
・労働安全衛生法第59条第3項、規則第36条第26号
　令別表第 6 に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

　リスクアセスメント研修会
　（基礎コース）（Ⅰ）

　　Ｈ27年7月15日 　青色会館

　リスクアセスメント研修会
　（基礎コース）（Ⅱ）

　　Ｈ27年11月17日 　小田原市民会館

　化学物質リスクアセスメント
　研修会（Ⅰ）

　　Ｈ27年9月18日 　青色会館

　化学物質リスクアセスメント
　研修会（Ⅱ）

　　Ｈ27年1月19日 　確認中

　交通ＫＹＴ研修会 　　Ｈ27年9月9日 　青色会館

・車の運転による事故・災害は、ほとんどが、これくらいは大丈夫だろう、横着、
ウッカリ、ボンヤリ、錯覚が原因のヒューマン・エラーに起因している。事業場内
外での荷物運送時、工事現場に行く際の交通時防止及び通勤途上における交
通事故防止策のための手法を学ぶ

　ＫＹＴリーダー研修会 　　Ｈ27年9月16日 　青色会館
・ヒューマンエラー災害防止のため、危険に対する感受性や集中力を高めて
　問題解決能力を高めるための訓練

　安全衛生担当者の実務研修会 　　Ｈ27年9月29日 　青色会館
・安全衛生担当者が事業場内の安全衛生活動を推進していく上での基本的な
　内容に加えて、安全衛生業務を効果的に行うためのノウハウ等について
　学ぶ

　救急短期講習会 　　Ｈ27年7月2日 　青色会館 ・日赤救急法指導員の指導により救急法の実際について習得

　健康保持増進講習会 　　Ｈ27年7月23日 　青色会館
・各事業場の健康保持増進活動に役立つテーマの講習会
　　（生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、保護具）

　ＴＨＰセミナー 　　Ｈ28年2月24日 　確認中
・がん、喫煙、運動、食生活等をテーマにした事業場の推進に貢献するテーマ
　の講習会

　ＶＤＴ教育 　　Ｈ27年9月10日 　青色会館
・ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドラインに基づく労働衛生
　　教育

　事業場内メンタルヘルス
　推進担当者養成講座（Ⅰ）

　　Ｈ27年7月9日、8月7日 　青色会館

　事業場内メンタルヘルス
　推進担当者養成講座（Ⅱ）

　　Ｈ27年12月18日、H28年2月10日 　小田原市民会館、2/10確認中

　衛生管理者準備講習会（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月15日～16日 　青色会館
・第１種・２種衛生管理者試験準備講習会
　短期間で合格のためのポイントを説明、合格率高し

　衛生管理者準備講習会（Ⅱ） 　　Ｈ27年12月3日、4日 　厚木支部会場

　届出手続き講習会 　　Ｈ27年9月25日 　青色会館
・労働安全衛生法、労働基準法、労災保険各種届出のポイントの説明会
　　（説明者：小田原労働基準監督署各担当職員）

　臨時法令講習会 　　Ｈ27年10月23日 　小田原市民会館 ・平成27年12月1日施行予定のストレスチェック制度の最新情報の説明会

　法令講習会 　　Ｈ28年2月4日 　確認中 ・その年度に改正のあった重要な法令の解説・説明会

　労務管理講習会（Ⅰ） 　　Ｈ27年6月26日 　青色会館

　労務管理講習会（Ⅱ） 　　Ｈ27年12月3日 　小田原市民会館

　経営者セミナー 　　Ｈ28年1月13日 　報徳会館
・事業所長・工場長・総務部長・環境安全部長等トップの事業者に対し、経営
　　に必要な安全衛生課題・対応について学ぶ

　会員研修会（見学、反省会） 　　Ｈ28年2月26日 　優良事業場 ・各種優良事業場見学会

　全国安全週間推進大会 　　Ｈ27年6月3日 　小田原市民会館
・6/1～6/30全国安全週間準備月間、7/1～7/7全国安全週間
　安全意識高揚のため関係者一同に会し活動を誓う場
　小田原労働基準監督署の講演の他、特別講演あり

　全国労働衛生週間推進大会 　　Ｈ27年9月3日 　小田原市民会館
・9/1～9/30全国労働衛生週間準備月間、10/1～10/7全国労働衛生週間
　衛生意識高揚のため関係者一同に会し活動を誓う場
　小田原労働基準監督署の講演の他、特別講演あり

・労働安全衛生法第11条
　製造業他50人以上選任が必要、その選任時研修

・昭和 59 年２月16 日付け基発第 76 号「安全衛生
　教育の推進について」及び昭和 59 年３月26 日付け基発第 148 号「安全
  衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」、「特別教育」に
  準じた教育
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・労働安全衛生法第条第項、規則第条第号
  最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務

・労働安全衛生法第28条の2
・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
　上記の指針等に基づき実施を要するリスクアセスメント手法を学ぶ

・労働者の心の健康の保持増進のための指針
・事業場全体のメンタルヘルス活動を総括する推進担当者の育成

・人事労務関連の課題対応に必要なタイムリーなテーマを専門の講師が
　　解説・説明（労働契約法、派遣法改正、セクハラ・パワハラ対応、身障者雇
　　用、各種裁判事例から学ぶ等）

・労働安全衛生法第59条、規則第36条
　吊り上げ荷重１トン未満のクレーン等の玉掛けの業務

・労働安全衛生法第59条第3項
　事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせる
  ときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければ
  なりません。  →特定粉じん作業に係る業務
・粉じん障害防止規則第２２条第１項

・労働安全衛生法改正され平成28年６月25日以降、化学物質リスクアセスメント
の実施
　が義務付けられる。
・労働安全衛生法第28条の3
・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
　上記の指針等に基づき実施を要するリスクアセスメント手法を学ぶ
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・労働安全衛生法第12条の2
　安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、厚生
  労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者（安全管理者を選任
  すべき業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者）を選任

・労働安全衛生法第59条第3項、規則第36条第5号
　最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務

・労働安全衛生法第59条第3項、規則第36条第15号
　吊り上げ荷重5トン未満

・労働安全衛生法第61条
　新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接
　指導又　は監督する者への教育

・労働安全衛生法第12条の2
　安全管理者及び衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、
  厚生労働省令で定める規模のものごとに、安全衛生推進者
 （安全管理者を選任すべき業種以外の業種の事業場にあっては、
  衛生推進者）を選任


